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代表取締役 福島隆虫1.la¥
l 目的 高島/
当社は、 明治安田生命保険相互会社 (以下、 「会社Jという)からの委嘱に基づき、 2023年度の

会社のエネノレギー消費量 231GWh、C02排出量スコープ 1: 5.74 kt-C02、スコープ 2(マーケッ

トベース): 60.6 kt-C02、スコープ3(カテゴリ 1，3，4，5，6，7): 41.1 kt-C02e、国内外グノレープ(会

社、 圏内の連結子会社の明治安田損害保険株式会社、明治安田アセットマネジメン ト株式会社およ

び明治安田システム ・テク ノロジー株式会社ならびに米国の明治安田アメリカ株式会社、 スタンコ

ープ・ファイナンシヤノレ・ クツレープ株式会社およびパシフィック ・ガーディアン生命保険株式会社)

のエネノレギー消費量 252GWh、C02排出品スコープ 1: 7.06 kt-C02、スコープ2(マーケットベ

ース): 61.3 kt-C02、圏内グループのスコープ3(カテゴリ 1，3，4，5，6，7): 45.0 kt-C02e、電力使用

量 181GWh (うち再生可能エネノレギー使用量 52.0GWh)、廃棄物排出量 2.04kt、紙使用量 1.24

kt、水使用量 855千 m3 (以下、 総称 して 「パフォーマンス指標」という)に対して限定的保証業

務を実施 した。 本保証業務の目的は、パフォーマンス指標が会社の定める算定方針に従って算定さ

れているかについて保証手続を実施し、その結論を表明することにある。パフォーマンス指標は会

社の責任のもとに算定されており、当社の責任は独立の立場から結論を表明することにある。

2.保証手続

当社は、国際保証業務基準 ISAE3000ならびに ISAE3410に準拠 して本保証業務を実施 した。当

社の実施した保証手続の概要は以下のとおりである。

-算定方針について担当者への質問

-算定方針の検討

・算定方針に従ってパフォーマンス指標が算定されているか、試査により入手した証拠との照合並

びに再計算の実施

3.結論

当社が実施 した保証手続の結果、パフォーマンス指標が会社の定める算定方針に従って算定されて

いないと認められる重要な事項は発見されなかった。

会社と当社との聞に特別な利害関係はない。

以上



SM@A 
Sustainability Accounting Co.，Ltd 

独立第三者の保証報告書

明治安田生命保険相互会社

取締役代表執行役社長グソレーフ。CEO

永島英器 殿

1.目的

2024年 9月 27日

株式会社サステナビリティ会計事~iÆ隠句'
t:...ヲt:1.ムlRi¥

代表取締役福島幽霊塾怯~J

当社は、明治安回生命保険相互会社(以下、「会社Jという)からの委嘱に基づき、 2022年

度の会社の資産運用ポートフォリオにおける温室効果ガス排出品(対象資産.園内上場株式、

圏内社債、融資) 13.6百万 t-C02eに対して限定的保証業務を実施した。本保証業務の目的

は、温室効果ガス排出金が会社の定める算定方針に従って算定されているかについて保証手

続を実施し、その結論を表明することにある。温室効果ガス排出量は会社の責任のもとに算

定されており、当社の頁ー任は独立の立場から結論を表明することにある。

2.保証手続

当社は、国際保証業務基準ISAE3000ならびに ISAE3410に準拠して本保証業務を実施した。

当社の実施した保証手続の概要は以下のとおりである。

-算定方針について担当者への質問

・算定方針の検討

・算定方針に従って温室効果ガス排出量が算定されているか、試査により入手した証拠との

照合並びに再計算の実施

3結論

当社が実施した保証手続の結果、温室効果ガス排出量が会社の定める算定方針に従って算定

されていないと認められる重要な事項は発見されなかった。

会社と当社との問に特別な利害関係はない。

以上


